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Ⅰ 策定の趣旨 

１ これまでの草加市安全安心まちづくり行動計画 

草加市では、市内の治安情勢が悪化していた平成１６年に安全・安心なまちをみ

んなでつくり、その決意を明らかにすることを目的に「草加市みんなで取り組む安

全安心まちづくり宣言」を行い、この宣言をもとに平成１８年度に市民・市・警察

が一体となり、安全で安心なまちづくりに取り組むための指標として「（第一次）

草加市安全安心まちづくり行動計画」（以下「第一次計画」といいます。）を５か

年計画で策定しました。さらに、平成２３年度に第一次計画を改定した「（第二次）

草加市安全安心まちづくり行動計画」を５か年計画で策定し、市民・市・警察が一

体となって、草加市の治安改善に取り組みました。 

また、平成２９年４月１日に「草加市安全安心まちづくり推進条例」（以下「条

例」といいます。）が施行され、犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環境の

整備（安全安心まちづくり）に取り組むため、市、市民等及び関係機関がそれぞれ

の役割を分担し、緊密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するという基

本理念のもと、平成３０年３月に新たな「草加市安全安心まちづくり行動計画」

（以下「計画」といいます。）を策定し、防犯力の向上に努めてきたところです。 

このような中、平成２１年から犯罪認知件数は半減するなど一定の効果があり、

さらに、令和２年から流行した新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限等の

影響により、近年は犯罪認知件数が減少していましたが、コロナ禍からの回復によ

る社会活動の増加等に伴い、犯罪認知件数が下げ止まっている現状となっています。 

 

○草加市みんなで取り組む安全安心まちづくり宣言（平成 16 年 12 月制定） 

犯罪や交通事故などから守られ、安全で安心して暮らすことは、すべての市民の願いです。

また、まちの未来を担う子どもたちの将来のためにも、欠かすことができません。 

しかし、私たちの身のまわりでは、あき巣、ひったくり、暴力事件などの犯罪や交通事故など

が多発しています。また、地域社会の急激な変化などにより地域のコミュニケーションはうすれ、

本来地域社会が持っていた犯罪抑止や防止の機能が低下しつつあります。 

安全で安心なまちづくりを進めるためには、私たち一人ひとりが、同じ地域で共に生活してい

ることを自覚し、人やまちを大切にする心をはぐくみ、お互いに声をかけ合い、手をとり合いなが

ら、安全安心の芽を大きく育てていかなければなりません。 

そこで草加市では、市民と市、警察などの関係機関が協力し合い、犯罪や交通事故などから

守られた安全で安心できる快適なまちづくりを進めていくことを宣言します。 

 



 

２ 

 

 

 

２ 条例における基本理念と市、市民、事業者等の責務 

基本理念（第３条） 

安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担し、

緊密に連携し、協力しながら一体となって推進するものとします。 

 

市の責務（第４条） 

市は、安全安心まちづくりに関する意識の啓発や自主防犯活動の支援、さら

に安全安心まちづくりに配慮した施設等の普及の促進などを行います。 

 

市民の責務（第５条） 

市民は、自らの安全の確保に努め、声かけや清掃等の活動を自主的に行うこ

とにより地域の防犯力の向上に努めるとともに、市の安全安心まちづくりに関

する施策に協力するよう努めます。 

 

事業者の責務（第６条） 

事業者は、所有又は管理する施設等の安全の確保のために必要な措置を講じ、

施設周辺の巡回や清掃等を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努め

るとともに、市の安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めます。 
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３ 

 

土地建物所有者等の責務（第７条） 

土地建物所有者等は、所有又は管理する施設等の安全の確保のために必要な

措置を講じ、施設周辺の巡回や清掃等を自主的に行うことにより地域の防犯力

の向上に努めるとともに、風営法の規定により禁止されている営業へ施設の提

供はしません。 

また、市の安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めます。 

 

３ 計画の位置づけ 

計画は、条例第１７条に規定する、安全安心まちづくりに関する施策の実施を総

合的かつ計画的に推進するための「安全安心まちづくりの推進に関する計画」とし

て位置付け、草加市の安全安心まちづくりに必要な活動に関する団体及び市民の代

表で構成される「草加市安全安心まちづくり推進協議会」（以下「協議会」といい

ます。）での審議を経て策定、改定されることになっています。 

なお、「第四次草加市総合振興計画」でも施策の一つとして「地域安全の推進」、

「安全・安心な消費生活の推進」を掲げ、本計画が関連分野別計画として位置づけ

られています。 

 

 

第四次草加市総合振興計画 

施策10 地域安全の推進 施策11 安全・安心な消費生活の推進 

 

草加市都市計画マスタープラン 

 

草加市安全安心まちづくり行動計画 

 

草加市子どもプラン 

草加市高年者プラン 

草加市男女共同参画プラン 

草加市障がい者計画 

その他関連計画 

関連計画 



 

４ 

 

 

施策10 地域安全の推進 

地域で発生する犯罪や迷惑行為・危険行為を防止し、安全で安心な市民

生活を実現します。 

施策11 安全・安心な消費生活の推進 

市民が消費者トラブルに遭わないよう消費者としての自立を促します。 

「第四次草加市総合振興計画」より 

 

４ 計画の期間 

今期の計画の実施期間は、令和６年度(2024年度)から令和１５年度(2033年度)ま

での１０年間とします。 

効果検証や計画の重点施策などを協議会で審議し、令和１０年度(2028年度)を目

途に見直しを行い、計画の期間中でも、社会情勢等の変化によっては必要に応じ見

直しを行います。 

 

５ 市民の防犯に関する意識（「草加市民アンケート」より） 

草加市のイメージ（安全・安心だ）              （単位：％） 

 

 

草加市の治安の感じ方                   （単位：％） 
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防犯対策として強化してほしい取組（２つまで複数回答）   （単位：％） 

平成30年 

 

令和２年 

 

令和４年 

 

※ 令和４年度は選択肢が一部変更になっています。 
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Ⅱ 計画の体系 

今期の計画は「安全で安心なまち（※）をつくる」という大目標を実現していくた

めに、３つの中目標の柱を設定し、その中目標における推進施策と市、市民、関係

機関等がそれぞれの役割に応じた取組を進めます。また、計画期間中は、優先して

取り組むべき推進施策について、協議会の審議を経て、各年度において、数個の推

進施策を重点施策として決定します。 

併せて、犯罪被害者等への支援にも取り組みます。 

※ 条例では「犯罪を防止し地域の防犯力を向上させる環境の整備」としています。 
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地域の防犯力の強化 

各地域における防犯力を維持するためには、町会・自治会やＰＴＡなど、地域の

見守り活動を行っている自主防犯団体が不可欠であり、その活動を推進していく必

要があります。また、自主防犯団体による見守り活動が効果的に行えるよう、市及

び警察が連携を図り、活動時の参考となる情報伝達などの支援を行い、地域におけ

る犯罪発生抑止を図ります。 

 

防犯意識の普及促進 

市民の防犯意識を高めるため、広報そうか、草加お知らせメール、ホームページ

等を活用して防犯情報の発信を行います。 

また、特定の犯罪や行為に対しては、被害に遭う対象者や事案に合わせた防犯講

座や啓発活動等を実施し、防犯意識の普及促進を図ります。 

 

犯罪が起こりにくい環境整備 

一般的に、まちが雑多で、ごみが散乱したり景観が乱れている様子は、犯罪者か

ら犯罪を企てやすい印象を持たれたり、青少年が非行に走るきっかけになりかねま

せん。また、不当な客引き行為やつきまとい等により生活の平穏を妨げられること

で、不安になるものです。 

まちをきれいにし、客引き行為やつきまとい等の取り締まりや防犯カメラの運用

などを通じて、市民が安心して生活できる環境整備を進めます。 
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Ⅲ 中目標ごとの推進施策 

１地域の防犯力の強化 

安全で安心なまちをつくるためには、地域の防犯活動を継続的に行っていく

ことが重要です。町会・自治会やＰＴＡをはじめ、自主防犯活動を行っている

「自主防犯団体」が活発に活動していくことで、地域の犯罪抑止に繋がりま

す。また、活動時の声掛けなどにより、市民同士のコミュニケーションが多く

なることで、安心感が生まれます。 

これらの活動を継続するために、市や警察等による支援が必要です。 

また、犯罪発生時や不審者の情報が警察や市に入った場合には、自主防犯団

体へ円滑に情報伝達を行い、一丸となって警戒をすることにより、さらなる犯

罪を抑制していくことにつながります。 

 

【現状と課題】 

 自主防犯団体は、地域において子どもの登下校時の見守りや夜間パトロールな

どの防犯活動に取り組んでおり、犯罪発生の抑止をはじめ、被害の未然防止や地

域コミュニティの強化等に寄与しています。しかし、現状としては活動者の高齢

化や後継者不足により、防犯活動の継続が困難な団体もあります。 

 また、自主防犯団体のパトロールに加え、市の警察ＯＢ職員、草加市防犯協会

（以下「防犯協会」といいます。）から委嘱を受けた地域防犯推進委員による青

色防犯パトロール車（以下「青パト」といいます。）を活用した見せるパトロー

ルを行っています。 

 子どもに対する声掛け事案等の不審者情報が入った場合は、市の警察ＯＢ職員

や警察が該当地区の周辺警戒等を行っていますが、地域の自主防犯団体への迅速

な情報伝達ができていないことが課題となっており、団体活動への支援に加え、

犯罪や不審者の情報を共有するための連携体制を整備する必要があります。 

 なお、防犯協会の２５支部と町会・自治会の１０のコミュニティブロックの区

域に相違があるため、地域の防犯活動をコミュニティブロックに合わせて再編を

進め、地域の防犯力の強化を目指します。 

 

【推進施策】 

⑴ 自主防犯活動の推進 

市では平成１５年より活動しているせざき防犯パトロール隊を筆頭に、町

会・自治会やＰＴＡなどの市民の自主的な防犯活動の場として自主防犯活動を



 

９ 

 

行っている「自主防犯団体」が８２団体あります（令和５年４月時点）。 

自主防犯団体は、活動地域の歩行見守りや青パトを活用した巡回パトロール

など、地域の犯罪を未然に防ぐための活動を行い、安全安心なまちづくりに積

極的に取り組んでおり、市は、その活動に対し自主防犯活動補助金制度を設け、

補助金を交付しています。 

また、自主防犯団体の活動に役立ててもらえるよう、犯罪発生状況などの防

犯に資する情報を提供し、団体の活動支援を行っています。 

 

⑵ 青パトによるパトロール活動の充実 

自主防犯団体の一部においては、青パトを使ったパトロール活動を行い、地

域における犯罪発生の抑止に努めています。 

また、市は自主防犯団体が活動しにくい早朝、夜間、休日を含めた時間帯で

警察ＯＢ職員によるパトロールを行っており、市内４駅周辺をはじめ、市内全

域の巡回活動を行い犯罪の未然防止に努めています。 

さらに、子どもの見守り強化を図るため、保育園や幼稚園、小中学校などの

ほか、公共施設へのパトロールも実施します。 

 

⑶ 学校、通学路など周辺環境の安全強化 

将来を担う子どもと青少年を犯罪から守ることは、社会にとって重要な課題

です。 

登下校の見守り活動の拠点として活用されている「スクールパトロールステ

ーション」は、市内の全小学校に設置されており、犯罪被害を直接的に防止す

ることに寄与しています。市は登下校の見守り活動が継続できるよう支援する

とともに、警察と連携した見守り活動を行います。 

また、児童や生徒が不測の事態に遭遇した場合に駆け込める「こどもひなん

じょ」を増やし、その存在を周知することで、いざという時の犯罪の未然防止

に努めます。 

 

⑷ 防犯活動の連携に関する協定の活用 

市内の公益事業に関わる事業者が交通事故や犯罪の発生、傷病人や迷い人等

の救護を要する者を発見した場合、速やかに警察及び市に通報するなどの協力

体制を定めた「地域安全協定」が平成１５年度に締結され、防犯活動が実施さ

れてきました。その後、社会情勢に合致するよう見直しを行い、業務車両に装

備したドライブレコーダーの映像記録を必要に応じて警察へ提供するほか、市

も必要な支援を実施するなど事業者、警察及び草加市が防犯に関する役割をそ
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れぞれ設定すると共に相互に情報交換をし、地域防犯活動の推進と犯罪発生の

抑止を図ることを目的とした「草加市地域防犯活動の連携に関する協定」を平

成３０年１月に締結しました。 

今後も、協定締結団体と市、警察などの関係機関が協力し合い、犯罪や交通

事故などから守られた安全で安心できるまちを目指します。 

 

⑸ 草加市防犯協会の適正な運営と地域防犯推進委員の活動支援 

草加市、草加警察署及びその他賛同団体等により防犯協会が組織されていま

す。 

防犯協会は、地域住民の地域安全思想の普及、高揚と自主地域安全体制を確

立し、公共の安全に寄与することを目的とし、防犯、安全に関する街頭キャン

ペーンや、防犯物品を活用した啓発活動等を行うとともに、防犯協会から委嘱

を受けた地域防犯推進委員が、市民が被害に遭いにくくなるよう地域安全活動

を行っています。 

自主防犯団体の活動と、地域防犯推進委員としての活動が重複している方も

多いため、地域の防犯活動をコミュニティブロックに合わせて再編を進めるこ

とで、今後は自主防犯団体の活動等との連携を図りながら、犯罪の傾向や活動

地域の実情に応じたより効率的、効果的な啓発活動を行います。 

 

 

【それぞれの立場で取り組める事例】 

市民 

・ 散歩や買い物時等の「ながら」見守りを行う 

・ 地域の防犯活動に積極的に参加するよう努める 

・ 登下校時に児童や生徒が不測の事態に遭遇した場合に駆け込める「こ

どもひなんじょ」の登録に協力する 

地域 

・ 犯罪の未然防止に努めるため、自主防犯団体や地域防犯推進委員は徒

歩や青パトによるパトロールを実施する 

・ 自主防犯団体や地域防犯推進委員について、地域住民の理解を深める

よう努める 

・ 街頭キャンペーン等を実施できるよう努める 

・ 自主防犯団体は定期的に活動をするよう努める 

事業者等 

・ 登下校時に児童や生徒が不測の事態に遭遇した場合に駆け込める「こ

どもひなんじょ」の登録に協力する 

・ 街頭キャンペーンや啓発活動に協力する 
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市 

・ 自主防犯活動補助金制度の周知に努める 

・ 自主防犯団体が活動しやすくなるよう情報提供に努める 

・ 自主防犯団体の活動を広く周知する 

・ 自主防犯団体や地域防犯推進委員に対して、青パトの貸出しを行う 

・ 警察ＯＢ職員による青パトでのパトロールを行う 

・ 警察や地域防犯推進委員と連携し、街頭キャンペーン等の啓発活動を

行う 

・ 教育委員会等と連携を図り、子どもたちの防犯意識を高められるよう

周知活動を行う 

 

【関係機関等】 

○ 埼玉県東部地域振興センター 

○ 草加警察署 

○ 草加市教育委員会 

○ 草加市防犯協会 

○ 草加市町会連合会 

○ 草加市ＰＴＡ連合会 

○ 自主防犯団体 

○ 埼玉弁護士会 

○ 草加市地域防犯活動の連携に関する協定締結団体 

 

【関連法令等】 

○ 草加市自主防犯活動補助金交付要綱 

○ 草加市防犯パトロール車の貸出しに関する要綱 

○ 草加市防犯協会会則 

○ 草加八潮地域安全推進連絡協議会運営要綱 
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２防犯意識の普及促進 

市民一人ひとりが防犯に関する正しい知識を習得し、防犯意識を高めること

は、犯罪被害に遭わないために重要です。そのため、草加警察署と犯罪情報等

の共有を図り、広報そうか、草加お知らせメール、ホームページ等を活用して

防犯情報を発信します。 

また、高年者が被害に遭いやすい特殊詐欺や登下校時の小中学生、女性を狙

った声かけ事案等、特定の犯罪や行為に対しては、関係機関と連携を図り、防

犯講座や啓発活動等を対象者や事案別に実施し、防犯意識の普及促進を図りま

す。 

 

【現状と課題】 

近年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限等の影響により、犯罪

認知件数は減少していましたが、令和４年からは増加に転じており、今後にお

いても増加する可能性があります。 

特に、本市においては、特殊詐欺被害や子どもに対する声かけ事案が多く発

生しており、時期によって特定の犯罪が急増するなどの傾向が見受けられます。 

市では、犯罪被害に遭う市民が増えないよう、市民一人ひとりの防犯意識を

高めるため、犯罪発生情況等の発信や防犯講座、啓発活動を実施していますが、

犯罪認知件数は下止まりの状況となっています。 

 

【推進施策】 

⑴ 流行する犯罪への防止対策 

特殊詐欺による被害件数は、平成３０年の９５件をピークに減少しています

が、県内の他市町村と比較すると、本市は依然として特殊詐欺被害が多い地域

であり、継続的な被害防止活動は欠かせません。 

また、近年、自転車盗難や侵入窃盗、不同意わいせつ事案等が時期によって

急激に増加した事例があり、被害の拡大を防ぐため、その時々の情勢に応じた

啓発活動や情報発信を行います。 

 

⑵ 子どもや女性への犯罪被害等防止対策 

埼玉県内で発生した子どもに対する声かけ事案は、１５時～１７時（小中学

生の下校時間帯）に最も多く発生しています。 

そのため、子どもの行動範囲が広がる、進級や進学する時期において「自分

の身は自分で守る」等という防犯意識を身につけるための防犯講座を実施しま
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す。 

また、埼玉県内で発生した女性に対する声かけ事案は、２０時～２４時に多

く発生しており、草加お知らせメール等で被害防止対策を積極的に発信し、注

意喚起を行います。 

 

⑶ 若年層への犯罪被害等防止対策 

近年は、闇バイトやマルチ商法等、ソーシャルネットワークサービス（以下

「ＳＮＳ」といいます。）を悪用した犯罪が多く発生しており、本人の自覚が

ないまま、犯罪に巻き込まれるケースが増加しています。 

さらに、大麻の乱用も若年層で増加しており、背景には、大麻に関する誤っ

た情報がインターネット上に溢れ、その情報を鵜呑みにしてしまっていること

が挙げられます。  

その他、２０歳未満の若者による飲酒や喫煙等も犯罪に繋がる要因となるこ

とから、若年層が犯罪等に巻き込まれている実態や被害防止のための正しい知

識を普及するため、中学校や高等学校、大学等と連携し、防犯講座を開催しま

す。 

 

⑷ 高年者への犯罪被害等防止対策 

令和４年に県内で発生した特殊詐欺による被害者の９割は６５歳以上の高年

者であり、本市においても多くの高年者が被害に遭っています。 

特殊詐欺の手口は、日々、巧妙化しており、新たな手口に対する被害防止対

策を多くの高年者に周知する必要があることから、地域包括支援センターなど

の関係機関等と連携を図りながら、高年者が多く参加するイベント等を活用し、

啓発活動を行います。 

 

⑸ 障がい者への犯罪被害等防止対策 

障がいのある人が地域で安心して生活できる環境を整えるため、関係機関と

連携を図り、障がいのある人が被害に遭った犯罪等の情報収集や被害防止対策

の情報発信を行います。 

 

⑹ 外国人への犯罪被害等防止対策 

本市に居住する外国人は約１万人おり、全員が日本語を正しく理解できると

は限りません。 

そのため流行する犯罪等についての情報収集ができず、犯罪に巻き込まれる

可能性があることから、関係機関等と連携を図り、多言語での被害防止対策等
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の情報発信を行います。 

 

⑺ 消費者トラブルへの被害防止対策 

消費生活におけるトラブルに関する相談窓口として消費生活センターや消費

者ホットライン「１８８」が設置されていますが、高年者のみならず、広い世

代の方が消費生活に関するトラブルに巻き込まれています。 

時には悪質業者に騙され、財産を失う等の被害に遭うケースもあり、市民が

被害に遭わないために、少しでも不審に感じた時点ですぐに相談ができるよう、

消費生活センター等の周知に努めます。 

 

【それぞれの立場で取り組める事例】 

市民 

・ 防犯講座に参加し、防犯意識を高めるよう努める 

・ 草加お知らせメールの登録を行い、情報収集に努める 

・ 家族とのコミュニケーションを心がけ、生活状況の把握に努める 

地域 
・ 草加お知らせメールの登録を行い、情報収集に努める 

・ 近所で防犯情報の共有に努める 

事業者等 

・ 関係機関等の防犯活動時に場所等を提供する 

・ ２０歳未満の若者への酒類、たばこを提供しない 

・ 草加お知らせメールの登録を行い、情報収集に努める 

市 

・ 警察と緊密に連携し、犯罪情報等の共有に努める 

・ 草加お知らせメール等で犯罪発生情報や不審者情報を発信する 

・ 関係機関等と連携を図り、防犯講座を開催する 

・ 特殊詐欺等の被害対策について、啓発活動を行う 

・ 流行する犯罪について、広報そうか等で全市民へ周知する 

・ 市内で発生した犯罪等を記載したマップを作成、配布する 

・ 多言語に対応した犯罪情報等の発信を行う 

・ 緊急時や特定時期において、防災行政無線を活用した注意喚起を行う 

 

【関係機関等】 

○ 埼玉県東部地域振興センター 

○ 草加警察署 

○ 埼玉県教育委員会 

○ 草加市教育委員会 

○ 地域包括支援センター 

○ 消費生活センター 
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○ 草加市町会連合会 

○ 自主防犯団体 

○ 草加市防犯協会・草加八潮地域安全推進連絡協議会 

○ 草加市社会福祉協議会 

○ 埼玉弁護士会 

○ 獨協大学 

○ 文教大学 

 

【関連法令等】 

○ 埼玉県防犯のまちづくり推進条例 

○ 埼玉県迷惑行為防止条例 

○ 埼玉県青少年健全育成条例 

○ 埼玉県特殊詐欺撲滅条例 

○ 草加市いきいき消費生活条例 
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３犯罪が起こりにくい環境整備 

駅周辺や住宅街で無秩序なはり紙や立看板が乱立し、たばこの吸い殻やペッ

トボトル、空き缶などのポイ捨てをはじめ、不適正な管理状態にある空き家等

が多く見受けられると、まちに隙があると思われ、犯罪を企てやすい印象を持

たれかねません。そのため、まち全体の生活環境を健全な状態に維持すること

は、市民の安心感を生み、犯罪の抑止に繋がります。 

また、駅周辺における悪質な客引き行為やつきまとい等で通行を妨げられる

ことは、通行する方が迷惑に感じ、不安を覚えます。 

様々な事件や犯罪の要因になり得る暴力団は、近年は潜在化が進み、直接表

に出ないかたちで日常生活を脅かしており、引き続き暴力団との関係を断つこ

とも重要です。さらに、犯罪の発生抑止や早期解決のため、駅周辺を中心に設

置している防犯カメラの運用により、安全安心な市民生活に寄与しています。 

加えて、犯罪や非行をした人たちが再犯しないよう社会復帰支援を行うこと

も大切です。 

 

【現状と課題】 

条例に基づき、駅周辺の路上などにおける悪質な客引きや不適切な内容のビラ

などの配布を禁止及び是正指導ができるようになりましたが、監視の目が行き届

かなければ、それらの行為等がなくなることはありません。 

また、事業者や土地建物所有者等も店舗や施設の周辺の清掃等を行い、さらに

市民一人ひとりが環境美化に努めることでまちの健全な環境を維持することや、

年々増加傾向にある不適正な管理状態の空き家等については、関係機関と連携を

図りながら、そのような空き家等が発生しないよう啓発等を実施し、犯罪の抑止

に繋がる環境を整備する必要があります。 

さらに、市で運用している防犯カメラや都市照明施設についても、犯罪抑止や

夜間の安全な通行の確保等に効果があることから、引き続き適正な管理と運用が

求められています。 

なお、近年では、暴力団や半グレ組織等が活動資金確保の手段として、特殊詐

欺等の犯罪行為を行うことで市民の生活を脅かしており、これらの組織を追放す

るため、市、市民及び事業者、警察が一体となった活動を実施していく必要があ

ります。 

一方で、再犯者の割合については、５０％前後で推移していることから、保護

司会等と連携を図りながら犯罪が起こりにくい環境を整備する必要があります。 
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【推進施策】 

⑴ まちの美化、環境浄化の推進 

まちをきれいにし、良い景観を保つことは犯罪抑止にとって重要です。 

無秩序なはり紙や立看板等が電柱や街路灯、街路樹などに掲出され、たばこ

の吸い殻やペットボトル、空き缶などのポイ捨てが放置されていると、不衛生

でまちの景観が損なわれるだけではなく、犯罪者から隙があると思われ、狙わ

れやすくなってしまいます。 

そのため、違法広告物等は随時取り除き、まちの掃除を行い、まちをきれい

に保つことで犯罪者から狙われにくい環境を維持します。 

 

⑵ 悪質な客引きや不適切な内容のビラの配布に対する是正措置の強化 

駅周辺での悪質な客引きや勧誘行為、不適切な内容のビラの配布は、市民が

安心して通行することを妨げ不安をあおる行為であり、市民や通行人の方から

苦情や相談が寄せられます。 

そのため、警察ＯＢ職員を活用し、駅前などの飲食店や遊興店舗が密集する

地域を中心に巡回し、注意喚起を行なうことで、迷惑行為を未然に防ぐととも

に、警察との連携を強化しトラブルを抑制します。 

 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風適法」といい

ます。）に基づく場所提供禁止の啓発 

風適法等の関連法令を遵守し、事業者や土地建物所有者等が、学校や図書

館・保育園等の周辺において、青少年の健全な育成に害を及ぼす恐れのある店

舗等の場所の提供をしないよう関係機関等と連携を図り、啓発活動を行います。 

 

⑷ 空き家等への対策 

不適正な管理状態にある空き家等の放置は、景観や衛生上の悪化のみならず、

不法侵入や不法投棄などにより防犯面からも地域の生活環境に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

そのため、所有者等の調査及び状況の改善に向けた指導・勧告等を速やかに

行うとともに、今後見込まれる空き家等の増加に対し、適正な維持管理につい

ての啓発を行います。 

 

⑸ 都市照明施設の整備 

夜道が暗いと、不審者の声かけやつきまとい等、通行人や近隣住民が不安を抱

え、県内で発生した性犯罪（不同意わいせつ罪、不同意性交罪）は、夜間に多

⑧ 
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く発生しているというデータがあることから、市管理の都市照明施設について、

夜間でも安全に道路を通行できるよう、整備を進めます。 

 

⑹ 防犯カメラの運用 

市民の安全安心のためには、犯罪抑止効果がある防犯カメラを設置すること

も有効で、市では市内４駅の駅周辺を中心に防犯カメラを設置しています。 

防犯カメラの映像の管理は厳重に行っており、事件発生の際に警察からの要

請を受け、必要な時間帯のみを提供しています。その結果、提供した映像が証

拠になることで事件の早期解決につながっています。 

一方でプライバシー保護の観点から、個人情報の取扱いは慎重に行う必要が

あり、防犯カメラについては、警察をはじめとした関係機関と連携を図りなが

ら地域の状況に応じて設置を検討します。 

 

⑺ 暴力団や半グレ組織等の追放 

薬物の密売や恐喝、賭博等により得た資金を活動の資源としており、近年は

特殊詐欺等、暴力団の威力を必要としない犯罪により、資金を獲得しています。 

犯罪を抑制するにあたり、暴力団追放も重要になってくることから、暴力排

除推進協議会と連携して、講習や啓発活動等を実施し、暴力のない明るく健全

で住みやすいまちを目指します。 

 

⑻ 再犯防止への対策 

犯罪や非行をした人たちの社会復帰をはじめとした支援等を積極的に行って

いる保護司会・更生保護女性会等と連携を図りながら、社会を明るくする運動

等の社会復帰支援に取り組みます。 

 

【それぞれの立場で取り組める事例】 

市民 

・ たばこの吸い殻やペットボトル、空き缶などのポイ捨てをしな

い 

・ 自宅周辺の清掃に努める 

・ ごみの分別をしっかりと行い、ごみ出しのルールを守る 

・ 所有する建物等の適正な管理に努める 

・ 自宅の門灯を明るく照らすことをこころがける 

・ 犯罪や非行をした人たちの社会復帰が難しいことを理解し、偏

見をなくすようこころがける 

地域 

・ 美化運動などに協力し、まちの清掃をこころがける 

・ 違法広告物を発見したときは、市へ情報提供する 

・ 犯罪や非行をした人たちが地域で孤立しないよう見守り、支援

する 
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事業者等 

・ 敷地や施設周辺の清掃を行い、環境浄化などに努める 

・ 風俗営業の禁止区域内、違法な風俗営業に土地、建物を提供し

ない 

・ 悪質な客引きや迷惑ビラの配布を行わない 

・ 暴力団を「恐れない」「利用しない」「資金を提供しない」

「交際しない」 

・ 青少年の健全育成に配慮し、青少年の有害店舗等への入場及び

雇用の禁止する 

市 

・ 駅周辺等の繁華街等を中心に警察ＯＢ職員が巡回を行い、悪質

な客引きや不適切な内容のビラ配布の是正、指導を行う 

・ たばこの吸い殻などのポイ捨てや違法な屋外広告物の掲出によ

る環境の悪化を防ぐための対策を行う 

・ 環境美化が地域防犯力の向上につながることを、広報等を活用

し啓発するとともに市内の環境美化に努める 

・ 防犯カメラの適切な維持管理及び効果的な運用方法を検討する 

・ 公共事業からの暴力団排除するとともに、市民や事業者に向け

て暴力団等の排除に関する啓発・広報活動を行う 

・ 町会・自治会が管理する防犯灯の維持費用に対して補助金の交

付を行う 

・ 市道を中心に都市照明施設の整備を行う 

・ 地域住民及び関係機関と協同し、空き家等の所有者等に対する

適正な管理を促すとともに、意識啓発を行う 

・ 保護司会・更生保護女性会等と連携を図り犯罪や非行をした人

たちの社会復帰支援に努める 

 

【関係機関等】 

○ 埼玉県東部地域振興センター 

○ 草加警察署 

○ 公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 

○ 草加商工会議所 

○ 草加市商店連合事業協同組合 

○ （公社）埼玉県宅地建物取引業協会 

○ 草加市暴力排除推進協議会 

○ 草加市クリーンふるさと推進協議会 

○ 草加地区保護司会 

○ 草加地区更生保護女性会 

 

【関連法令等】 

○ 埼玉県屋外広告物条例 

○ 埼玉県迷惑行為防止条例 

○ 埼玉県青少年健全育成条例 

○ 草加市暴力団排除条例 

○ 草加市路上喫煙の防止に関する条例 

○ 草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例 

○ 草加市個人情報保護法施行条例 

○ 草加市防犯カメラの設置及び運用に関する規則 
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Ⅳ 犯罪被害者等への支援 

犯罪被害に遭う人は特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちで

す。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きます。犯罪等を受けた被害を回

復し、または軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せるように配慮し

ていくことは、誰もが犯罪被害者等(※)になり得る中で、社会全体として取り

組むべき課題です。そのためには、周囲の人たちが、被害者が置かれた状況を

よく理解し、犯罪被害者等に配慮した対応を心がけることが大切です。 

犯罪の被害者やその遺族・家族には、事件による直接的な心身の被害以外に

も、精神的ショックや身体の不調が現れます。また、犯罪によってけがをした

人や精神的な支援が必要になった人には治療費の負担が大きく、治療等が長引

いて長期間仕事を休んだことによる失職や転職を余儀なくされる場合もあり、

経済的に困窮し、これまでの生活を変えざるを得ないこともあります。 

犯罪被害者等への支援制度、警察などの関係機関でのサポート体制がありま

すが、制度内容が多岐にわたっており、相談があったときに円滑に調整が図れ

るよう連携を強化します。 

※ 犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号。以下「基本法」といいます。）

における「犯罪被害者等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす行為により、害を被った者及びその家族または遺族をいいます。 

 

【現状と課題】 

平成16年12月に犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号。以下「基本法」

といいます。）が制定以降、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利

利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出しました。 

基本法に基づき、平成17年に「第1次犯罪被害者等基本計画」が策定され、以

後5年ごとの計画改正に合わせ、犯罪被害者等支援や犯罪被害給付制度など、

様々な支援制度が創設、拡充されてきました。加えて、平成31年4月までに、犯

罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口が全ての地方公共団体に設

置されました。 

犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営む

ことができるようにするためには、犯罪被害者等一人ひとりに寄り添い、充実し

た支援を図っていくため、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の

団体等が緊密に連携・協力する体制づくりの一層の強化を図っていかなければな

りません。 

さらに、犯罪被害者等を社会全体で支えていくためには、犯罪被害者等に対す

る市民等の理解・関心を深めるための啓発活動を行うとともに、犯罪被害者等支

援の実施に必要な条例の制定及び庁内関係課との連携強化に取り組みます。 
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【推進施策】 

⑴ 犯罪被害者支援総合的対応窓口の強化 

市では、犯罪被害者等からの相談に対応するためのワンストップ相談窓口を

設け、犯罪被害者等に対する支援制度についての情報提供や関係機関との調整

を行います。 

また、国、県の各機関や市及び民間の支援団体による支援制度を活用し、犯

罪被害者等のニーズに対応する「切れ目のない支援体制」の構築を目指します。 

 

⑵ 市民に対する犯罪被害者等への理解を深めるための啓発 

犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、市民や事業者が犯罪被害者

等の置かれている状況について理解を深め、社会全体として支援を推進してい

くことが重要です。 

そのため、広報やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、犯罪被害者等への支援

に関する啓発活動を行います。 

 

【それぞれの立場で取り組める事例】 

市民 

・ 犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等への支

援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせ

ることのないよう十分配慮する 

・ 市や関係機関等が行う支援に協力するよう努める 

事業者等 

・ 事業活動を行う際に二次的被害を生じさせることのない

よう十分配慮する 

・ 犯罪被害者等が関係機関等で行う必要な手続きに適切に

関与できるよう、就労や勤務について十分配慮する 

市 

・ 犯罪被害者等がワンストップでの相談や手続きが行える

よう庁内体制及び関係機関との連携を強化する 

・ 犯罪被害者の置かれた現状の理解と支援の必要性の啓発

を行う 

・ 誰もが安心して暮らすための、犯罪を予防することにと

どまらず、 犯罪被害者等が再び平穏な生活を送ることがで

きる社会の実現に向けた制度化を検討する 

  

警察庁HPより 
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１ 草加市安全安心まちづくり推進条例（条文） 

 

○草加市安全安心まちづくり推進条例 

平成２８年９月２１日 

条 例 第 １ ８ 号 

（目的） 

第１条 この条例は、安全安心まちづくり（犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させ

る環境の整備をいう。以下同じ。）に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及

び土地建物所有者等の責務並びに自主防犯団体の役割を明らかにするとともに、安

全安心まちづくりに関する施策の基本となる事項及び迷惑行為の防止に関し必要な

事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

 ⑵ 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

 ⑶ 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又

は管理する者をいう。 

 ⑷ 自主防犯団体 町会、自治会その他市内において安全安心まちづくりに関する

活動を行う団体をいう。 

 ⑸ 市民等 市民、事業者、土地建物所有者等及び自主防犯団体をいう。 

 ⑹ 関係機関 国、埼玉県、警察その他防犯に関する業務を行う公的機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担

し、緊密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

次に掲げる事項を基本として安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を総

合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。 

 ⑴ 安全安心まちづくりに関する意識の啓発に関すること。 

 ⑵ 市民等による自主防犯活動の支援に関すること。 

 ⑶ 安全安心まちづくりに配慮した施設等の普及の促進に関すること。  

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、安全安心まちづくりに関し市長が必要と認めるこ

と。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たって、必要な体制を整備するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、声か

け、清掃その他の活動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるもの

とする。 

２ 市民は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活

動に係る安全の確保のために必要な措置を講じ、施設周辺の巡回、清掃その他の活
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動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努める

ものとする。 

（土地建物所有者等の責務） 

第７条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地

又は建物その他の工作物に係る安全の確保のために必要な措置を講ずることにより

地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

２ 土地建物所有者等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２８条第１項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行条例（昭和５９年埼玉県条例第４７号）第９条の規定により禁止

されている営業の用に供する場所を提供してはならないものとする。 

３ 土地建物所有者等は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

（自主防犯団体の役割） 

第８条 自主防犯団体は、安全安心まちづくりに積極的に取り組むとともに、地域の

住民及び事業者が参加し、及び協力しやすい取組となるよう努めるものとする。 

２ 自主防犯団体は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

（自主防犯団体等への支援） 

第９条 市長は、自主防犯団体等に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必

要な物品等の支給等の支援を行うものとする。 

（防犯活動事業者への支援） 

第１０条 市長は、市と協働して防犯活動に取り組む事業者と安全安心まちづくりへ

の協力に関する覚書等を締結し、当該事業者に対し、必要な情報の提供、技術的助

言、活動に必要な物品等の支給等の支援を行うものとする。 

（公共の場所における禁止行為） 

第１１条 何人も、道路、広場、駅その他の公共の場所において、次の各号のいずれ

かに該当する行為（以下「迷惑行為」という。）をしてはならない。 

⑴ 拒絶の意思を示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘

する行為 

⑵ 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、進路に立ち

ふさがり、追随し、路上においてたむろする等通行を妨げる行為 

⑶ 次のいずれかに該当するものを掲載したビラ、パンフレットその他の物品を配

布する行為 

ア 人の衣服を脱いだ姿態、下着姿、水着姿等又は性的な行為を表す場面の写真

又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの 

イ 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言

その他の表示 

⑷ 前３号に掲げる行為をさせる行為 

（是正指導等） 

第１２条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、当該行為を是正するよう指

導することができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、その必

要な限度において、当該職員に、前条の規定に違反していると認めるに足りる相当

の理由がある者その他の関係人に質問させることができる。 

３ 前項の規定による質問を受けた者は、正当な理由がない限り、回答を拒んではな

らない。 
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４ 第１項の規定による指導及び第２項の規定による質問を行う職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

５ 第２項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（関係機関等への要請） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による指導を行うために必要があると認めると

きは、その必要な限度において、警察に対し、情報の提供その他必要な援助を求め

ることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、この条例の目的を達成するために必要がある

と認めるときは、関係機関又は関係団体に対し協力を求めることができる。 

（公表） 

第１４条 市長は、第１２条第１項の規定による指導を受けた事業者（法人その他の

団体に限る。以下この条及び次条において同じ。）が正当な理由なく当該指導に従

わないときは、その旨、当該指導の内容及び当該指導を受けた事業者の名称その他

指導に従わなかった事業者を特定するために必要な事項を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表に当たり、あらかじめ、公表される事業者に対し

通知をして、その事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による公表に当たり、あらかじめ、第１８条の草加市安全

安心まちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する

ときは、この限りでない。 

４ 第１項の規定による公表の方法、第２項の通知の方法等は、規則で定める。 

（土地等の提供者への通知） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による公表をしたときは、当該公表をされた事

業者の営業その他の業務（第１２条第１項の指導に係るものに限る。）の用に供さ

れている土地又は建物を提供している土地建物所有者等に対し、当該公表の内容を

通知するものとする。 

（迷惑行為対策重点区域の指定等） 

第１６条 市長は、市民等と協働して迷惑行為の防止を図るための施策に重点的に取

り組む必要があると認める区域を迷惑行為対策重点区域（以下「重点区域」とい

う。）として指定することができる。 

２ 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする

区域及びその周辺の区域において居住し、又は営業を行う者の意見を反映させるた

め適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、重点区域を指定するときは、その旨、その区域及び指定年月日を告示す

るとともに、市民等に周知するよう努めるものとする。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除するこ

とができる。 

５ 第２項及び第３項の規定は、重点区域の指定の変更及び解除について準用する。 

（推進計画の策定） 

第１７条 市は、安全安心まちづくりに関する施策の実施を総合的かつ計画的に推進

するため、安全安心まちづくりの推進に関する計画（第１９条において「安全安心

まちづくり行動計画」という。）を策定するものとする。 

（協議会の設置） 

第１８条 安全安心まちづくりを推進するため、草加市安全安心まちづくり推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 
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第１９条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 ⑴ 安全安心まちづくり行動計画に関すること。 

 ⑵ 第１４条第１項の規定による公表に関すること。 

 ⑶ その他安全安心まちづくりに関し市長が必要と認める事項に関すること。 

２ 協議会は、安全安心まちづくりに関する重要な事項について、市長に意見を述べ

ることができる。 

（組織） 

第２０条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。 

 ⑴ 市民 

 ⑵ 事業者 

 ⑶ 学識経験者 

 ⑷ 関係団体の代表者 

 ⑸ 関係機関の職員 

 ⑹ その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第２１条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第２２条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第２３条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（関係者の出席） 

第２４条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求

め、説明又は意見を求めることができる。 

（守秘義務） 

第２５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（その他協議会の運営に関する事項） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

（委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

（罰則） 

第２８条 市長は、重点区域内において、第１１条の規定に違反して迷惑行為を

行い、第１２条第１項の指導に従わず、又は同条第２項の質問に対し陳述せ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者に対し、５０，０００円以下の過料を科す

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  
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２ 草加市安全安心まちづくり推進協議会委員名簿 

 

  氏名 選出団体等 備考 

1 鳥海 昭美 草加市町会連合会  

2 晝間 泰昭 草加商工会議所  

3 坂井 尚徳 （公社）埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉東支部  

4 山田 恒久 獨協大学法学部国際関係法学科 副会長 

5 山本 達夫 埼玉弁護士会 越谷支部 会長 

6 浅古 八郎 草加八潮地域安全推進連絡協議会  

7 茂木 綾子 草加市ＰＴＡ連合会  

8 竹内 和幸 埼玉県東部地域振興センター  

9 池野 智康 埼玉県草加警察署  

10 牧羽 悦治 市民公募  

（委嘱期間：令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで） 
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３ 草加市安全安心まちづくり行動計画策定経過 
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